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日
当
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会
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進

長

１
推

連
時
力

区
薦
域

泉
平
地

連合 自治会町内会長 様

泉区地域力推進担当課長

平成 29年度「地域 と区のつ どい」における要望・ 提案への回答

並びに平成 30年度の開催時期 について

平素より泉区政の推進にあたりましては、ご理解 ご協力を賜 り、厚 くお礼申し上げます。

また、平成 29年度 「地域 と区のつどい」の開催にあた りましては、地域行事等御多用

のところ、多大な御協力を賜 り、誠にありがとうございました。

貴連合 自治会町内会よりいただいた御要望・御提案等につきまして、当日の御意見・質

疑を踏まえ、別添のとお り連合自治会町内会別に回答いたします。内容を御確認いただく

とともに、皆様への周知をよろしくお願いいたします.

なお、来年度の「地域 と区のつどい」につきましては、次年度の予算編成や事業計画に

迅速に反映できるよう、時期を早めて開催できないかと考えています。

つきましては、地域の皆様の御意見をお聞かせ くださいますようお願い申し上げます。

引き続 き御理解 と御協力を賜 りますよう、お願い申し上げます。

担当 区政推進課地域力推進担当 :木下、田鳴、佐藤

TEL:800-2333

FAX:800-2505
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No. 件 名 提案要旨 所管課 回答要 旨
義務教育学
校の建設

υ義務教育学校の開校に関し
て、平成34年開校までの各年
の計画、建設の工程及び作業
内容等の情報を早めに近隣住
民に提供してほしい.特に工事
中の騒音発生が予想される重
機作業や、工事車両の出入り
する搬入 口については事前に
情報提供をお願いしたい。

教育委員会事
務局
指導主事室
小中一貫校推
進担当

学校連携。こど
も担当

区政推進課

泉警察署

地域振興課

○設計がまとまりましたら、中高層条例に基
会を行います。その時に事業計画や事業スケジュー
ル等 (開校までの各年の計画、建設の工程及び作業
内容等の情報)を説明させていただきます。
○工事着手前の早めに工事説明会を行います。その
時に騒音対策や安全対策について説明します。工事
の計画については安全を第一に計画いたします。特
に工事中の騒音発生が予想される重機作業や、工事
車両の出入りする搬入 口については事前に情報提供
します。
011月 18日 に地域・PTA等を対象とした、学校施設
に関する説明会を開催しました。その中で、設計等の
スケジュール概要をお示ししました。建設スケジュー
ルなど、今後も適切な情報提供に努めます。

②昨年のつどいでt校合設評
~

においては、地域の意見を取り
入れて、水と緑に囲まれた泉区
にふさわしい、特徴のある校舎
設計のお願いを申し入れた。そ
の後、地域には何も伝わらない
うちに、校舎設計が進んでいる
のではないかと思われる。校舎
について、大音量楽器等の防
音対策、近隣住宅の日照への
影響及び住民のプライバシー
に配慮した設計にお願いした
い 。

0これ褒 東不学覆:洒不学
~

校及び地域が連携し、見守り潅
動、パトロール活動を実施して
きた。義務教育学校にこのよう
な地域活動及び保護者が活動
す る拠点スペースとして、地域
1交流室の設置をお願いした
い。また、緑園地区では、中学

0」 ぞヽ百 ▼[薫見1ピ瓦 賛 蔵1~要翻 あ藤7ごダ
考にさせていただいております。防音対策、近隣住宅
の日照やプライバシーに配慮して設計を進めます。
011月 18日 に地域・PTA等を対象とした、学校施設
に関する説明会を開催しました。その中で施設案を
お示ししてご意見、ご要望を伺いました。

〇取 学校が誘 習 覆雇菅7ごれ も 会議 :~

活動等を行うための地域交流室を設置する予定で
す。
○頂いたご意見については、教育活動の検討を行う
ための参考とさせていただきます。具体的な教育活
動については、引き続き、学校や教育委員会事務

‐
局

を中心に検討してまいります。
011月 18日 に地域・PTA等を対象とした、学校施設
に関する説明会を開催しました。その中で施設案を
お示ししてご意見、ご要望を伺いました。
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No. 件 名 提案要旨 所管課 回答要旨
⑤昨年のつどいの要望に入れ
た義務教育学校の正門位置
は、できるだけ早く開示してほ
しい。正門に車両の一時停車
スペースなどを設置し、周辺道
路の渋滞、安全対策に配慮し
てほしい。
また、正門付近の横断歩道に

信号をつける件に関しては、昨
年のつどいの中では泉警察か
ら良い返事をいただいているの
で、これが変更ないように引き
続き取り扱ってほしい。

当

日

１

学校建設と西小跡地利用の2
つのスケジュールを早く提示し
てほしい。|‐

①事業計画、スケジーュールにつ
いての住民↑の説明会を検討
してほしい。
②工事着手前 (工事が始まる2
週間前)というのは具体的にい
つか教えてほしい。
③設計についての住民への説
明会の時期を教えてほしい。
④正門の位置についての説明
はいつする予定か教えていた
だきたい。

教育委員会事
務局
指導主事室
小中一貫校推
進担当

学校計画課

学校連携。こど
も担当

①設計が憂 丁グ妻したら1~草高唐菊爾ピ墓ぢ伽
…

会を2月‐から4月 頃に行います。その時に事業計画や
事業スケジュール等 (開校までの各年の計画、建設
の工程及び作業内‐容等の

'情報)を説明させていただ
きます。         |
②工事説明については直前ではない時期に開催す
るようご要望をいただきましたので、工事説明会実施
に当たり、なるべく早期に実施するなど十分配慮しま
す。      `
③④ ll月 18日―に地域。PTA等を対象とした、学校施
設に関する説明会を開催しました。その中で、設計、
建設等のスケジュール案、施設案をお示ししてご意
見、ご要望を伺いました。
○緑園西小学校跡地の取扱いにつきましては、「横
‐浜市資産活用基本方針」に基づき、義務教育学校の
1整備の進捗に合わせて、関‐連区局で連携して検討を
1進めてまいります。

１

１

２

学校の理念ロ

目標につい

て

義務教育学校の理念。日標に
ついて、今後も保護者。地域と
教育委員会の間で意見交換を
しながら良いものにしていきた
いと考えている。
この件に関しては、保護者と地
域の代表は連合 自治会の中に
ある中学校設置推進協議会、
岡津地区及び新橋地区からの
メンバーを募集して、定期的に
教育委員会と議論ができる検
討会の設置をお願いしたい。

教育委員会事
務局
指導主事室
小中一貫校推
進担当

学校連携 'こど
も担当

○今後も事業の進捗状況に合せて情報看提供し、理
解を得ながら準備を進めてまいります。保護者・地域
の皆様への情報提供や意見交換の具体的な方法に
ついて、検討してまいります。
O平成30年度以降については、地域、PTA等 の代表
により構成される予定の緑園西小・緑園東小合同の
学校運営協議会を情報提供。交換の場としていきた
いと考えています。
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No. 件 名 提案要旨 所管課 回答要旨
２

１

１

当

日

２

西小跡地利
用と緑園の

街づくり全般
に関して

１

１

１

１

１

１

１

ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

！

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

跡地利用については、高齢
化が進む中、今後多世代間の

交流を視野に入れた場所の創
出が必、要となってくるので、行
政、地域ケアプラザ、地域住
民、学校を含めた検討チーム
の設置をお願いしたい.
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No. 件 名 提案要 旨 所管課 回答要旨
当

日

３

西小の地域防災拠点の機能
は廃校後も継続させる必要が
あると思うがどうか。

総務課

当

日

４

跡地利用について基本方針
はHPなどで公開しているか。

教育委員会事
務局
学校計画課

○次のとおり、本市ホームペ早ジで公開されていま
す。
「横浜市資産活用1基本方針」
http://、、m鳴「.city.yokohama.lg.ゎ /zaiSei/toti/shisan/

２

１

２

神明台処分

地の今後の

活用

西小学校の隣接する神明台
スポーツ広場周辺の地形を生
かした森林公園を整備してほし
い。また、総合的な利用計画な
どがあつたら、地域として参画
できるようにお願いしたいc

資源循環局
処分地管理課

区政推進課

○神明台処分地は、平成22年度に埋め立てを終了
し、平成25年度に覆土が終了していますが、廃棄物
処理法で定める廃上の基準を満たすまで、廃棄物最
終処分場として●適正|に維持管理していくことが求め
られており、保有水等の水質や、ガスの発生など、廃
上の基準を満たすまで、相当の期:間 を要するものと
想定しています。
○また、埋立は終了していますが、処分地には、ゴミ
や資源物の中継施設や粗大ごみ自己搬入ヤードが
あり、運用をおこなっているところです。
○現状の暫定利用部分 (スポーツ施設等)は、これま
でに多くのみなさまにごdll用 いただいています。今
後、神明台処分地の活用について計画を策定する際
には、地盤等の安定状況の確認や処分地としての維
持管理とのバランスを考慮しつつ、地域に愛される場
所となるよう、、みなさまのご意見もお伺いしながら進
めてまいります。
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件 名 提案要 旨    1 所管課 回答要旨
当

日

５

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

課
局
理
　
課

環
管
　
進

循
地
　
推

源
分
　
政

噸
附

陣

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

処分地は廃上の基準を満た
すまで相当の期間を有するも
のと想定しているということだ
が、相当の期間とはどれくらい
か。

当

日

６

現在使用しているスポーツ広
場が11月 から部分的に使えなく
なつており来年の8月 以降は
まったく使えなくなる。
現在使用しているスポーツ広場
が使えなくなると、今後は神明
台広場を利用することを考えて
いかなければならないも緑園か
ら現地に行く場合、現在の入口
を利用するとなると緑園の子ど
もたちにとって遠回りとなり不便
だ。車で通らず、歩く道でもい
いので、緑園側から行ける門
(入 回)を作つてほしい。

資源循環局
処分地管理課

X政推進課

3 緑園地区遊
歩道の修繕

9月 末に緑因地区の遊歩道
のタイル剥がれ等の修繕につ
いて、地域の代表と泉土木事
務所が観察し、その後議論をし
た。美観を保ちつつ景Jがれを
修繕していく方法等について、
今後の計 LAIな どを聞かせてほ
しい´

泉土木事務所 ○緑園都市駅周辺のブロック舗装等は、昭和50年代
に整備されて以来、素晴らしい街並みを形成していま
す。その一方で、剥がれやひび害1れ等の維持管理に
大きな課題が生じている状況であり、この「地域と区の
つどい」においても、毎年ご要望をいただいておりま
した。
○このたび、平成 29年 9月 に地域の皆様と「街歩き」
及び「意見交換会」を実施し、その意見をもとに再整
備の方針 (案 )[別 紙]を作成しました。今後、皆さまの
ご意見を伺いながら再整備の方針をまとめてまいりた
いと考えておりますのでよろしくお願いします。再整
備の方針がまとまった後、次年度以降となりますが、
1再整備を順次実施してまいります

=
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歩道にういてだが、
ように単車や 自転車が多く通る
状態が続くと、通常の道路のタ
イルの耐久度が通常10年のとこ
ろが3分の1く らいしかもたない

可能性がある。そのあたりはどう
対応するか。

場隣接道路の再整備では、これまでの厚さ
2cmの石張から、耐久性のある厚さ8cmのタイルに変
更する予定です。他地区での実績等から十分な耐久
性は確認されていますが、損傷が目立ってきた場合
は、対応策を検討してまいります。

これまで緑園連合 自治会で
は、地域活動の一環として、行
政側より要請があった委嘱委員
の選出を自治会に依頼してる。
昨今は会員の高齢化。子育て
が終わつた世帯でも両親の介
護等により地域活動に参加でき
ない会員が増えているが、自治
会の努力により今年も無事に選
出することができた。特に、消
費生活推進委員、民生委員の

選出に労力を要しているのが
現実である。この様な事象は緑
園地区に限らず他の地区でも
同様ではなぃかと思うが、自治
会の委嘱委員がどうしても選出
できない場合、委嘱団体の見
直しを含め、検討してほしい

(人数の見直しを含む、業務量
等の適正化 )。

消費生活の活動をしていて、
地域の皆さんの役に立っている
と実感できる活動内容が望まれ
る。
人選で苦労していると行政は

いうが、そんなに苦労していな
い。高齢者がくじをひいて委員
の代表になるということは、(活

動が多く)大変なので避けるベ

きことだと思っている。現状、自
治会で抽選をして委員を選出
していることについて、依頼をし
ている区役所から率直な意見
を聞きたい。

のご推薦につきましては、区としても、
い手をお探しいただくことが難しくなっている状況を
認識しております。委嘱委員の推薦母体である自治
会。町内会の皆様とこれまで以上に連携し、取組をと
もに進めていくことが重要であると考えております。
○まず、民生委員・児童委員の定数につきましては、
「横浜市民生委員の定数に関する条例」により規定さ
れています。選出にあたっての地域で抱える課題等
につきましては所管部署に伝えますとともに、区としま
しても次の一斉改選に向けた確保策などを検討して
まいります。
○消費生活推進員の委嘱制度については、委嘱員
の定数は定めておらず、地域の実情に応じて柔軟に
対応できますので、委嘱委員替えの際にお困りの場
合には地域振興課 (電話800-2397)までご相談くだ
さいますようお願いいたしますc

Oなお確保策の一環として、今年度より委嘱委員の
ホームページを作成するなど、委嘱委員の活動を広
く発信し、幅広い方々に委嘱委員の活動に関心を
持っていただけるよう取囃 むとともに、今後も活動事
例集の作成など活動しやすい環境づくりに向けて、
取り組んでまいりますので、引き続きご協力をお願い
いたします。

〇驚要互藩確進貰め著様1ビぼI落死城あ著覆に藩
して「賢い消費生活」の推進に係る活動を行っていた
だいております。具体的な活動内容については、消
費生活推進員の皆様が各テーマに基づいて自ら企
画し、実施している取組も多々ありますが、区といたし
ましても活動内容の企画などを皆様とご一緒に検討
していきたいと考えていますので地域振興課 (電話
8002397)までご相談ください。
○地区代表委員の選出にあたりましては、委員の皆
様がご納得いただける方法で対応していただきたい
と考えております。また、地区代表委員の方のサポー
トもお願いしたいと考えておりますので併せてよろしく
お願いいたします。
○今後も委嘱委員の皆様が活動しやすい進め方を
皆さスノと話し合っていきますので、引き続きご尽力を
お願いいたします。

地域振興課

福祉保健課
委嘱委員

地域振興課
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No. 件 名 提案要 旨 所管課 回答要 旨
当

日

９

消費生活の普及活動の一環
として駅頭でチラシを配布して
いるが、自治会の回覧で回す
方が効率的なのではないか。
消費生活推進委員に配布され
る「よこはまくらしナビ」というノく

ンフレットには有効な情報が掲
載されており、自治会で配布す
るといいと店う。
また、情報展という催しを区役

所で開催しているが、参加者が
関係者しかいない状況では、
実施する意味がないのではな
い か 。

地域振興課 ○ |よこはまくらしナビ」をはじめとする各種事業の情
報紙については、種類も豊富であることから自治会町
内会への回覧を依頼する際には、自治会町内会の
負担感をなくすために、内容を精査し、必要最小限と
していきたいと考えています。
○この度、ご提案の「よこはまくらしナビ」につきまして
は、毎月開催の「泉区消費生活推進員の会」地区代
表者会議の場において消費生活推進員全員に行き
渡るよう十分な枚数をお渡ししており、消費生活推進
員の活動を通して自治会町内会への周知及び啓発
をお願いしていますが、今後、区連会などを通じて自
治会町内会へ回覧することも必要に応じて調整して
いきます。
○また、年に1度開催している「消費生活情報展」に
ついては、各地区消費生活推進員が各地区活動の
成果を発表し、活動状況を各地区で共有化し、今後
の地区活動の参考にするとともに、区民の方へ情報

1   
写 趾

当

日

１０

泉区は民生委員、児童委員
の充足率が高いと聞いている
が、横浜市内には充足率が低
い区があると聞いている。その
ような区ではどういう対応をして
いるか知りたい。

福祉保健課 3天員死区万赫 ち吾l憂;て竃Tそ万繭 あ石
‐

の民生委員がカバーすることとなっており、自身の担
当区域も含めて対応いただくことになり、相当の負担
増となつているのが現状です。
○こうした課題を所管局も認識しており、課題解決に
向けて検討していくと問いています。
○また、区としましても確保策の一環として、今年度よ
り委嘱委員のホームページを作成するなど、委嘱委
員の活動を広く発信し、幅広い方々に委嘱委員の活
動に関心を持つていただけるよう取り組むとともに、今
後も活動事例集の作成など活動しやすい環境づくり
に向けて取り組んでまいりますので、引き続きご協力
をお願いいたします。

当

日

１１

委嘱委員の一部の業務を、
専門の方に委託してやってもら
うことはできないか。

福祉保健課 ○民生委員の役割は1地域万身近な稲に
~

なっており、国の基準に基づき地域に精通している地
域住民の方に委嘱を行っていることから、一部業務を
委託することは想定していませんが、市としても課題
解決に向けて検討を行つていくと聞いています。
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No. 件 名 提案要 旨 所管課 1日答要旨
当

日

１２

緑園四丁 目
交差点の横
断歩道

緑園4丁 目の交差点は、横断
歩道が1斜めに引かれている。
歩行するのに時間が力功 るヽし、
実際に事故も起きているので、
まつすぐに引き直して欲しい。
また、横断に時間がかかるの
で、歩行者青時間を長くして欲
しい。

泉警察署

泉土木事務所
早醗脇鰭鯛繹ヽ

「

懲:当策鰺 1

署から、「交差する道路方向の横断歩道の表示は、
車道内で重ならないことを基本としています。横断歩
道を直角に引くということは、歩行者が大回りをするこ
とになり、横断歩道を渡らず、最短コースの斜めに横
断する歩行者があることが予想され、安全面からも現
在の状況が妥当と思われます。Jとの回答がありまし
た。
○今回、改めて泉警察署にご要望をお伝えしたとこ


